
東京都福祉のまちづくり条例スキーム（案）

前　　　文

第１章　総則

定義（第１条）
・福祉のまちづくり
・高齢者、障害者等
・一般都市施設
・整備基準

第２章　福祉のまちづくりに関する基本的施策

都の責務（第２条）

事業者の責務（第３条）

都民の責務（第４条）

福祉のまちづくりの総合的推進（第５条）

計画の策定(第６条）

教育及び学習の振興等（第７条）

情報の提供（第８条）

調査及び研究（第９条）

事業者に対する支援（第１０条）

表彰（第１１条）

第３章　一般都市施設の整備

整備基準への適合努力義務（第１２条）

整備基準適合証の交付（第１３条）

都の施設の先導的整備等（第１４条）

第４章　特定施設の整備

届出（第１５条）

指導及び助言（第１６条）

既存特定施設の状況の把握等（第１７条）

報告の徴収（第１８条）

勧告（第１９条）

公表（第２０条）

特定施設に関する調査（第２１条）

第５章　車両等の整備等

車両等の整備（第２２条）

住宅の供給（第２３条）

福祉用具等の品質の向上等（第２４条）

第６章　東京都福祉のまちづくり推進協議会（第２５条）

第７章　雑則

適用除外（第２６条）

国等に関する特例（第２７条）

委任（第２８条）

前　　　文

第１章　総則

目的（第１条・新）

定義（第１条）
・ユニバーサルデザイン
・一般都市施設
・整備基準

都の責務（第２条）

事業者の責務（第３条）

都民の責務（第４条）

第２章　ユニバーサルデザインの考え方に立った福祉のまちづくりの推進

福祉のまちづくりの総合的推進（第５条）

第１節　福祉のまちづくりの理解促進

教育及び学習の振興等（第７条）

情報の提供（第８条）

第２節　施設の整備

整備基準への適合努力義務（第１２条）

整備基準適合証の交付（第１３条）

都の施設の先導的整備等（第１４条）

届出（第１５条）

指導及び助言（第１６条）

既存特定施設の状況の把握等（第１７条）

報告の徴収（第１８条）

勧告（第１９条）

公表（第２０条）

特定施設に関する調査（第２１条）

第４節　移動支援

車両等の整備（第２２条）

第５節　住宅の整備

住宅の供給（第２３条）

第６節　情報の提供及び用具の品質向上等

情報サービス提供に関する新たな条項

福祉用具等の品質の向上等（第２４条）

第３章　施策の推進

第１節　推進体制

東京都福祉のまちづくり推進協議会（第２５条）

第２節　推進計画の策定（第６条）

第３節　施策の意見反映及び評価

第４節　支援

調査及び研究（第９条）

事業者に対する支援（第１０条）

表彰（第１１条）

第４章　雑則

適用除外（第２６条）

国等に関する特例（第２７条）

委任（第２８条）

前文及び第１条（新）について
○現条例における高齢者や障害者等への主な取組がすべ
ての人にとってやさしいまちとなるバリアフリーの概念（福
祉的配慮）から、ユニバーサルデザインの考え方により、高
齢者、障害者を含めたすべての人が安全、安心、快適に暮
らし、訪れることができるまちづくりを進める条例であること
を前文及び第１条「目的」に明記する。

第２章について
○ユニバーサルデザインの考え方に立った
福祉のまちづくりの取組を各節ごとにまとめ
る。

○福祉のまちづくりへの理解促進(第１節）と
施設整備等（第２節から第６節）が併せてまち
づくりを進めることを明確にするための構成と
する。

条

全体の構成について
　構成を整理することにより、ユニバーサルデザインの考え方に
立った福祉のまちづくりを総合的、計画的に推進していくことを明
確にする。
○前文、第１章
　基本的考え方と定義
○第２章
　ユニバーサルデザインの考え方に立った福祉のまちづくりを進めるため
の施策等
○第３章
　第２章の施策を進めるための基盤づくり

第３章について
○第２章の取組を推進するための基盤づくりにつ
いて各節ごとにまとめる。

○施策への意見反映及び評価についての条項を
新たに設ける。

現　条　例 新　条　例　（案）

○情報のバリアフリーの課題に対応するための新
たな条項を盛り込む。

資 料　２


